
強化スタッフ育成事業 実施要項 

 

１ 目 的 

   滋賀国スポにおいて天皇杯を獲得するために先進的な取組を学ぶ機会を設けるとともに、

競技団体の競技力向上に関わる方針・施策について意見交換をする。 

また、競技団体が全国大会等を視察し、自・他県選手の情報収集、戦力分析等を行うこと

により、滋賀県選抜選手（チーム）の競技力向上を図る。 

 

２ 対 象 

     国民スポーツ大会実施競技の競技団体 

 

３ 期 間 

   各年度４月１日～３月３１日までとする。 

    

４ 内 容 

   強化スタッフ研修会の開催および全国大会等視察経費の一部を補助する。 

  （１）強化スタッフ研修会 

     研修会 （講師：大学・企業等の指導者等） 

     意見交換（競技団体の現状と取組） 

（２）全国大会等の視察 

     競技団体が自・他県選手の情報収集・戦力分析のために実施する視察に対して、予算

の範囲内で視察に係る交通費・宿泊費、その他競技力向上対策本部が必要と認める経費

を補助する。 

 

付 則  

この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 


